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Ⅰ 監査委員制度について 

 

 １ 監査委員  

 

監査委員制度は、昭和２１年の地方制度改正によって設けられた制度で、その

翌年に制定された地方自治法において、監査委員は独立した執行機関の一つとし

て、法律上明確に位置付けられました。 

  さらに、補助組織である事務局の設置も定められました。 

 

監査委員は、「市の財務に関する事務の執行」及び「市の経営に係る事業の管

理」などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、また、合理的かつ効

率的に行われているかどうかといった観点から、独立した立場で監査を行います。 

 

  監査委員の選任は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理等について

優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が市議会の同意を得て行われま

す。 

  監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者は４年、議員のう

ちから選任される者は議員の任期によることになっています。 

 

  広島市では、監査委員は、次の４名で構成されています。 

  ・識見を有する者として選任された委員 ２名（うち１名は常勤） 

  ・市議会議員として選任された委員 ２名 

 

 

  

代表監査委員(識見・常勤) 
古川 智之 

令和 5 年 7 月 1 日就任 
(1 期目) 

監査委員(識見・弁護士) 
井戸 陽子 

平成 31 年 4 月 1 日就任 
(2 期目) 

監査委員(議員選出) 

川村 真治 

令和７年 6 月 27 日就任 

監査委員(議員選出) 

平岡 優一 

令和７年 6 月 27 日就任 
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 ２ 監査事務局  

 

   広島市では、監査委員の補助組織として監査事務局が設置されています。 

   監査事務局には３つの課があり、２９名の職員がいます。 

   工事監査課には、土木、建築等を専門とする技術職員が配属されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監 

査 

委

員 

監査第一課 

 
監査事務局 

工事監査課 

組織図（令和８年４月１日現在） 

監 

査 

事 

務 

局 

長 

監査第二課 

次 

 

長 
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Ⅱ 令和７年度 監査の概要 

  

  令和７年度に監査委員が監査結果を決定した主な監査等は、次のとおりです。 

                     

                     

                     

                      

 

 

  例 月 出 納 検 査 
 

  決 算 審 査 

 
  健 全 化 判 断 比 率 等 審 査 
 

内 部 統 制 評 価 報 告 書 審 査 
 
 
  住 民 監 査 請 求 に 基 づ く 監 査 
 

 

１ 監査の視点  

  監査委員の役割は、市の行財政が公正かつ効率的に運営されるよう監査すること

です。 

  監査に当たっては、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の５つの視点で

取り組んでいます。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

令和７年６月・９月結果報告分の指摘・意見件数４件 

 

記録が正確であるか 

 

正確性 

法令等に従って適正に

処理されているか 

 

合規性 

より安価な 

方法はないか 

 

経済性 

監査対象 

(事務・事業） 

より成果の上がる 

方法はないか 

 

効率性 

期待された成果は 

上がっているか 

 

有効性 

定

期

監

査 

等 

財 務 監 査 

行 政 監 査 

財政援助団体等監査 

・令和６年度各会計歳入歳出決算（一般会計及び２０特別会計） 
・令和６年度公営企業各会計決算（３事業会計） 

・健全化判断比率及び資金不足比率（令和６年度） 

５２件(受付) 

・内部統制評価報告書（令和６年度） 
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２ 監査の基本方針  

⑴  基本姿勢 

 

① 広島市の事務事業について、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の５

つの視点で監査に取り組みます。 

② 市議会での議論、市民の視点等を取り入れながら、監査基準に従って監査を実

施します。 

③ 監査の品質の維持向上を図るため、監査の専門性の向上等に努めます。 

 

 

 

⑵ 主な取組 

① 財務監査（定期監査）、行政監査及び財政援助団体等監査 

予算執行などの財務に関する事務や工事が、適正かつ効率的に行われているか

どうか定期的に監査するとともに、必要に応じて、随時監査や行政監査、財政援

助団体等に係る出納その他の事務に関する監査を実施しています。 

（取組内容） 

・おおむね３年周期による計画的な財務監査及び財政援助団体等監査の実施 

・リスクの大きいテーマに注力した財務監査等の実施 

・重点事項を定めた工事監査の実施 

 

② 決算審査等及び例月出納検査  

市長から審査に付された決算及びその附属書類や、健全化判断比率、資金不足

比率及びその算定の基礎となる書類について、審査を実施しています。 

また、市が保管する現金の出納事務が適正に行われているかどうか、毎月定め

られた日に検査を実施しています。 

（取組内容） 

・決算書の法令適合性の確認や証書類との照合などによる決算審査並びに健 

全化判断比率及び資金不足比率の審査の実施 

・市長等から提出された検査調書等と金融機関発行の残高証明書との照合に 

よる例月出納検査の実施 

 

③ 内部統制評価報告書審査 

 市長から審査に付された内部統制評価報告書について、審査を実施しています。 

（取組内容） 

・内部統制評価報告書に係る関係資料の入手、関係部局からの説明聴取及び 

定期監査等において得られた知見による、内部統制の整備状況及び運用状況

の確認 
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④ 監査における指摘事項等のフォロー 

監査結果報告（指摘事項）等が全庁的に周知されておらず、同じ誤りが他の部

局で繰り返される事例や、指摘事項等に対する措置が迅速になされていない事例

が見受けられることから、再発防止等に向けた働きかけを行っています。 

（取組内容）  

    ・監査結果報告等の周知徹底による再発防止についての働きかけ 

・市の事務管理を担当する部局等への監査結果報告等に対する早期対応の働 

きかけ 

 

 

 



⑴　定期監査等

監査委員

年間監査計画決定

監査実施計画決定

監査実施通知

監査結果等の決定

監査結果等提出・公表

監査結果等措置通知

措置状況公表

監査対象組織・団体

通 知

議会、市長等に
提出し、市報等
に掲載します。 通 知

市報等に掲載します。

監
査
計
画

監
査
の
実
施

フ
ォ
ロ
ー

監査の実施

関係書類等の調査
事実確認等

（指摘・意見）

３ 監査事務の流れ
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⑵　住民監査請求に基づく監査

市長等からの措置結果報告

　　請求人へ措置内容を通知
　　措置内容を公表

　　住民監査請求の請求書が提出された後の主な手続等は、次のとおりです。

・請求人へ監査結果を通知
・監査結果を公表

請求書の受付

要件の審査

監査委員による監査を実施

・請求人による陳述、証拠の提出
・関係職員等の陳述
・関係書類の調査、事情聴取

却　　　下

　議会及び長への
請求の要旨の通知

・市長等へ必要な措置を講ず
べきことを勧告
・請求人へ監査結果を通知
・監査結果を公表

棄　　　却

・請求人へ監査結果を通知
・監査結果を公表

監査を実施しない

・請求人に却下通知

監査結果の決定

勧　　　告

請
求
書
の
受
付
日
の
翌
日
か
ら
6
0
日
以
内

(要件を備えている場合)

受 理
(要件を備えていない場合)

却 下

請求に理由がある
と 認 め る 場 合

請求に理由がない
と 認 め る 場 合

監 査 の 結 果 、

要 件 の 不 備 が

判 明 し た 場 合

- 7 -
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４ 監査の結果  

⑴  定期監査等 

① 財務監査及び行政監査 

予算執行や財産管理等といった財務に関する事務が適正かつ効率的に行われ

ているか、また、経営に係る事業が合理的かつ効率的に行われているか、おおむ

ね３年サイクルで、定期的に財務監査（これを定期監査といいます。）及び行政

監査を行っています。この監査は重点事項を定めて監査を実施しており、これら

監査の結果、令和７年度では４件の指摘等を行いました。 

 

② 財政援助団体等監査 

    市が補助金や貸付金などの財政的援助を与えている団体や市が４分の１以上

出資している団体（２６団体）について、所管局等への定期監査に併せて監査を

実施しています。監査を行った結果、令和７年度では指摘等はありませんでした。 

    なお、指定管理者については、施設所管課の定期監査において問題が見受けら

れた場合に、必要に応じ監査を実施することとしています。 

 

⑵  定期監査等の結果 

①  令和７年６月市長及び令和７年第２回市議会定例会報告分 

ア 監査の対象 

(ｱ) 危機管理室及び関連する各区役所の課 

(ｲ) 企画総務局（政策企画部等）及び関連する各区役所の課並びに財政援助団

体等（社会福祉法人広島市社会福祉協議会等） 

(ｳ) 財政局（財政課等）及び関連する各区役所の課 

(ｴ) 健康福祉局（障害福祉部等）及び関連する各区役所の課並びに財政援助団

体等（社会福祉法人広島市社会福祉事業団等） 

(ｵ) こども未来局（保育園等） 

(ｶ) 経済観光局（競輪事務局等）及び関連する財政援助団体等（公益財団法人    

広島観光コンベンションビューロー） 

(ｷ) 道路交通局（用地部等）及び関連する各区役所の課並びに財政援助団体等

（広島高速道路公社） 

(ｸ) 教育委員会（総務部等） 

(ｹ) 人事委員会事務局（任用課等） 

(ｺ) 都市整備局､道路交通局､下水道局及び水道局（工事監査） 

 

イ 監査の実施期間 

 令和６年１１月５日から令和７年５月２０日まで 

 

ウ 監査の範囲 

(ｱ) 令和６年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。ただ

し、必要に応じて過年度の事務も対象とした。また、財政援助団体等にあ

っては、出納その他の事務とした。 

(ｲ) 令和６年度に属する契約金額が１００万円以上の工事、工事に関連する委

託業務及び施設の維持管理業務とした (工事監査)。 
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エ 監査の結果 

(ｱ) 指摘事項 

【健康福祉局】 

（郵便切手に係る管理及び出納について） 

物品の記録管理に当たっては、広島市物品管理規則第 43 条第 2項に帳

簿を備え付けなければならない旨が規定されており、同項に基づき、物品

出納員等は、IC カード乗車券、郵便切手、事業ごみ指定袋等について、

出納簿を作成し、出納及び保管の状況を記録管理しているところである。 

また、その出納及び保管については、「物品管理事務の手引」において、

物品出納員等は「使用の都度」受入れ又は払出しを行い、出納簿に記帳す

ることとされている。 

しかしながら、次の各課においては、物品出納員から担当者に対し直ち

に使用する数量を超える郵便切手が一度に大量に払い出されており、「使

用の都度」受入れ又は払出しが行われているとは言えない状況であった。 

ついては、適正な物品管理事務及び物品出納事務の徹底を図られたい。 

健康福祉局原爆被害対策部調査課 

中区役所厚生部福祉課 

東区役所厚生部地域支えあい課 

南区役所厚生部福祉課 

西区役所厚生部福祉課 

安佐南区役所厚生部福祉課 

佐伯区役所市民部保険年金課及び厚生部福祉課 

 

【経済観光局】 

（中央卸売市場中央市場の使用料等に係る滞納整理について） 

市は、広島市中央卸売市場業務条例及び同条例施行規則に基づき、市場

施設の使用に当たり、施設使用者に使用料等を納付させるとともに、保証

金を預託させている。 

また、保証金については、施設使用者が使用料等の納付を怠ったときは、

これに充てることができるものとされており、「中央市場における使用料

等に係る滞納整理事務処理要領」によると、市は、督促において指定した

納付期限（督促状発送から 10 日以内）の経過後も納付されない場合は直

ちに保証金を充当し、又はこの場合であっても施設使用者から誓約書の提

出があったときは保証金の充当を留保し、その後において誓約事項に違反

したときは直ちに保証金を充当することとされている。 

こうした中、使用料等を滞納していた施設使用者から、経営不振のため

滞納使用料等の一括納付が困難であるとして「債務承認兼分割納付誓約

書」の提出があったことを受け、市は、「計画どおり納付されない場合は、

保証金を充当する。また、協議の場を設けた上で、広島市中央卸売市場業

務条例第10条及び広島市中央卸売市場の使用に関する協定第26条に基づ

き、施設使用の中止や協定の解除、又は次期協定の更新をしないことを検

討する。」という条件を付してこれを承諾していたが、施設使用者が滞納

使用料等を計画どおり納付しなくなった状況において保証金を充当する
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など徴収に向けた具体的取組を行っておらず、施設使用の中止等に係る検

討も行っていなかった。また、計画に記載された滞納使用料等の納付日が

時効完成日を超える日となっていたものがあったほか、消滅時効の時効完

成日等の管理が不十分であるなど、時効管理等に係る事務処理が適正に行

われていない事例が見受けられた。 

ついては、分割納付を承諾した際に付した条件である滞納使用料等への

保証金の充当等、時効管理等に係る適正な事務処理など、使用料等に係る

滞納整理事務を適切に行われたい。 

 

(ｲ)  監査の意見 

【健康福祉局】 

（郵便切手に係る管理及び出納について） 

次の各課においては、返信用封筒の作成を目的とし直ちに使用する数量

以上の郵便切手を払い出していた。健康福祉局においては、被爆者健康手

帳交付事務、障害支援区分認定事務等において書類の返送を求める機会が

多いこと等を考慮し、返信用封筒の使用に代えて料金受取人払郵便を活用

するなど、事務の改善に取り組まれたい。 

健康福祉局原爆被害対策部調査課 

中区役所厚生部福祉課 

東区役所厚生部地域支えあい課 

南区役所厚生部福祉課 

西区役所厚生部福祉課 

安佐南区役所厚生部福祉課 

 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外 

監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。 

 

② 令和７年９月市長及び令和７年第３回市議会定例会報告分 

ア 監査の対象 

(ｱ) 財政局（契約部等）及び関連する各区役所の課 

(ｲ) 市民局（市民活動推進課等）及び関連する各区役所の課並びに財政援助団

体等（公益社団法人広島消費者協会等） 

(ｳ) こども未来局（こども未来調整課等）及び関連する各区役所の課 

(ｴ) 経済観光局（経済企画課等）及び関連する財政援助団体等（広島市流通セ

ンター株式会社等） 

(ｵ) 都市整備局（住宅部）及び関連する各区役所の課 

(ｶ) 消防局（総務課等） 

(ｷ) 水道局（技術部） 

(ｸ) 議会事務局（総務課等） 

(ｹ) 財産区（元宇品町財産区、高南財産区、三入財産区、小河内財産区及び砂

谷財産区） 

(ｺ) 都市整備局、安佐北区役所、安芸区役所及び水道局（工事監査） 
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イ 監査の実施期間 

  令和７年４月１０日から同年８月１９日まで 

 

ウ 監査の範囲 

(ｱ) 令和６年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。ただ

し、必要に応じて過年度の事務も対象とした。また、財政援助団体等にあ

っては、出納その他の事務とした。 

(ｲ) 令和６年度に属する契約金額が１００万円以上の工事、工事に関連する委

託業務及び施設の維持管理業務とした (工事監査)。 

 

エ 監査の結果 

(ｱ) 指摘事項 

  【こども未来局】 

   （長期継続契約について） 

こども未来局幼保企画課においては、「公立保育園の保育業務支援シス

テムの運用に係る通信回線及び端末機器等の運用保守業務」（契約期間：

令和６年４月１日～令和９年３月３１日）に係る契約（以下「本件契約」

という。）を特命随意契約により長期継続契約として締結していた。 

本件契約には、（1）通信回線サービスの提供に係るもの、（2）端末機器

の購入に係るもの及び（3）端末機器の運用保守に係るものが内容として

含まれており、本件契約のうち、（1）通信回線サービスの提供に係るもの

は、地方自治法第 234 条の 3に規定する長期継続契約として締結すること

が可能であるが、（2）端末機器の購入に係るもの及び（3）端末機器の運

用保守に係るものは、長期継続契約の対象とならない。翌年度以降にわた

りこれらの契約を締結しようとする場合には、（2）端末機器の購入に係る

ものについては、予算で債務負担行為を定めておくべきところそれを行わ

ず、また、（3）端末機器の運用保守に係るものは、競争入札に付した上で

契約し、又は予算で債務負担行為を定めた上で特命随意契約により契約す

べきところそれらを行わず、本件契約を締結したものであり、これらは法

令等違反に当たる。 

ついては、適正な契約事務の徹底を図られたい。 

 

(ｲ) (ｱ)以外 

監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。 

 

⑶ 例月出納検査 

市の保有する現金の出納について、毎月定められた日に市長、会計管理者及び事

業管理者から提出された検査調書と関係諸帳簿、証書類及び金融機関発行の残高証

明書等とを照合することにより現金の出納事務が適正に行われているか検査を行

います。 

令和７年度に市長等に報告した検査結果（令和７年１月分～令和７年１２月分）

については、いずれも、現金の出納事務に誤りはありませんでした。 
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 ⑷ 決算審査 

  市長から審査に付された決算及び附属書類について、関係法令に適合して作成さ

れているかを確認するとともに、証書類と照合することなどにより、予算の執行等

が適正に行われているか審査しています。 

 

①  各会計歳入歳出決算（令和７年９月１９日審査意見書提出） 

 令和６年度各会計歳入歳出決算（一般会計及び２０特別会計）及び政令で定め

る書類は、重要な点において、いずれも関係法令に適合して作成されており、か

つ、その計数は正確であり、予算執行は、おおむね適正であることを認めました

が、今後の財政運営に当たり、以下の意見を付しました。 

 

 

 

 

今後の財政運営に当たっては、「財政運営方針（令和６年度～令和９年度）」に掲げ

る目標の達成に向けて、財政運営の基本方針及び基本方針に基づく取組を着実に推

進するとともに、物価動向を始めとする社会経済情勢の変化も注視しつつ、引き続き、

的確な予算編成と適切かつ効率的な予算執行に意を用いながら、持続可能な財政運

営に努め、「世界に誇れる『まち』広島」の実現に向けて取り組まれたい。 

 

 

 

②  公営企業会計決算（令和７年９月４日審査意見書提出） 

 令和６年度公営企業決算（水道事業・下水道事業・安芸市民病院事業）並びに

事業報告書及び政令で定めるその他の書類は、重要な点において、いずれも関係

法令に適合して作成されており、かつ、その計数は正確であり、経営成績と財政

状態を明瞭に表示していることを認めましたが、各事業を取り巻く経営環境は依

然として厳しいものと予測されることから、以下の意見を付しました。 

 

 

 

 

中期経営計画（令和 4年度～令和 7年度）に基づき主要施策を推進するととも

に、工事費の削減や維持管理における民間活力の活用等による経営の効率化を図

り、併せて企業債の借入額の抑制や着実な残高の削減、安定収入を確保するため

の取組など財務体質の強化等に引き続き積極的に取り組まれたい。 

また、現在策定中の次期中期経営計画においても、更なる経営の効率化や財務

体質の強化を図られたい。 

 

 

 

 

 

意 見 

水道事業に対する意見 
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・  中期経営プラン（令和６年度～令和９年度）に掲げた整備計画を着実に推進すると

ともに、 収入確保策及び支出削減策に積極的に取り組み、純利益を確保すること

により、持続可能な経営基盤の確保を図られたい。 

・  令和６年９月に西区で発生した下水道工事の施行に伴う道路陥没事故や、全国的

に発生している下水道管の劣化等に起因する道路陥没事故により、下水道などのイ

ンフラに対する市民の安全・安心への関心がますます高まっている。このため、市民

の安全・安心に一層留意しつつ、浸水被害の軽減及び安定的な下水道サービスの

提供に向け、中期経営プランに基づき、浸水対策や老朽化対策を着実に推進された

い。 

 

 

 

・ 安芸市民病院は、平成１８年度から指定管理者制度を導入し、一般社団法人

広島市医師会が指定管理者として運営している。現在、老朽化した施設の建替

えに取り組んでいるが、今後も指定管理者と連携し、将来にわたって安定した

経営が継続できるよう経営の効率化の徹底を図るとともに、引き続きベッドコ

ントロールに取り組み、収益の確保に努められたい。 

・ 安芸市民病院と地方独立行政法人広島市立病院機構に属する４つの病院とが

引き続き連携し、市民に信頼され、必要とされる質の高い医療を継続的かつ安

定的に提供し、多様化・高度化する市民のニーズへの的確な対応に努められた

い。     

 

 

⑸ 健全化判断比率及び資金不足比率審査（令和７年９月１９日審査意見書提出） 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき審査に付された健全化判断

比率、資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類について、

同法その他関係法令等に適合し、かつ、正確であるか審査しています。 

 

①  健全化判断比率 

令和６年度決算に係る健全化判断比率について審査した結果、正確であること

を認めましたが、以下の意見を付しました。 

 

       

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額及び連結実質赤字額

がないため算定されていない。 

実質公債費比率及び将来負担比率については、令和５年度に比べて、いずれも改善

している。なお、いずれの比率も本市に適用される早期健全化基準を下回っている。 

しかしながら、今後も厳しい財政状況が予想されるため、「財政運営方針」に沿って、

引き続き財政の健全化に努められたい。 

 

 

安芸市民病院事業に対する意見 

意 見 

下水道事業に対する意見 
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②  資金不足比率（６会計） 

  令和６年度決算に係る資金不足比率について審査した結果、正確であることを

認めましたが、以下の意見を付しました。 

 

     

資金不足比率は、いずれの会計においても資金の不足額がないため、算定されなか

ったが、中央卸売市場事業特別会計及び国民宿舎湯来ロッジ等特別会計においては、

一般会計からの繰入金（補塡）により資金の不足額がない状況にあることを踏まえ、今

後も一層の経営の健全化に努められたい。 

 

 

 

⑹ 内部統制評価報告書審査（令和７年８月５日審査意見書提出） 

市長から審査に付された内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手

続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかど

うかの判断が適切に行われているかという観点から審査しています。 

令和６年度広島市内部統制評価報告書を審査した限りにおいて、評価手続及び評

価結果に係る記載は相当であることを認めました。 

 

 

⑺ 住民監査請求に基づく監査 

市民から、執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約

の締結など財務会計上の行為について監査の請求があったものについて、監査を行

います。令和７年度は６件の監査結果を公表しました。 

件名（監査結果公表日） 結果 内容 

各工事を随意契約により

実施したことについて

（令和７年５月１日） 

意見 

【意見】 

普通地方公共団体における契約は、一般

競争入札によることが原則であり、随意契

約は、地方自治法施行令第167条の2第1項各

号に掲げる場合にのみ認められる限定的な

契約方法であるから、その取扱いは厳正に

行わなければならない。 

 特に、公共工事に係る請負契約について

は、その締結に当たって、工事の実施方法、

財政状況、工事の必要性や緊急性、工事の

実施場所や内容等諸般の事情を総合的に考

慮した上での合理的な判断が求められると

ころ、関係職員にあっては、関係法令の趣

旨を十分に理解した上で、市民から疑念を

抱かれることのないよう十分に留意し、事

務の執行に当たることが望まれる。 

各工事を随意契約により

実施したことについて

（令和７年５月１日） 

意見 

各工事を随意契約により

実施したことについて

（令和７年５月１日） 

意見 

意 見 
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件名（監査結果公表日） 結果 内容 

基町自転車等駐車場の再

整備に伴う保留床（土地）

の取得について 

（令和７年６月２０日） 

棄却 ― 

広島市市営住宅駐車場の

管理について 

（令和７年７月１１日） 

勧告 

意見 
一部棄却 

一部却下 

【勧告】 

 市は、本件住宅の自動車保管場所（以下

「本件自動車保管場所」という。）におけ

る不正使用の有無その他本件自動車保管場

所の使用実態の確認を行い、その結果を踏

まえ、適正な管理を行うために必要な措置

を講ずること。 

【意見】 

１ 自動車保管場所から市営住宅等附設駐

車場への転換の推進 

市は、平成 11 年度以降、市営住宅の入

居者や地元団体、維持管理団体等と交渉

の上、その協力を得て、無償の自動車保

管場所からの有償の市営住宅等附設駐車

場（以下「附設駐車場」という。）への

転換に取組んでいるところ、いまだ当該

転換が進んでいない所も見受けられる。 

ついては、市は、市営住宅の入居者の

負担の公平化等を図るため、本件自動車

保管場所を含む自動車保管場所の附設駐

車場への転換をより一層積極的に進めら

れたい。 

２ 附設駐車場へ転換するまでの間の自動

車保管場所の適正な管理の徹底 

本件自動車保管場所において、不正使

用の可能性が否定できない事例が複数検

出され、また、使用者による申請漏れ等

の事例が相当数検出された。 

ついては、市は、本件自動車保管場所

を含め、附設駐車場へ転換するまでの間

の自動車保管場所について、適正な管理

を行うようより一層努められたい。 

廃プラスチック類の処理

について 

（令和７年９月２６日） 

棄却 ― 
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５ 定期監査等における指摘事項等のフォロー  

 

監査結果報告等の周知徹底による再発防止について働きかけるとともに、市の事

務管理を担当する部局等に対して監査結果報告等に対する早期対応を働きかけてい

ます。 

 

監査の結果・意見に対する措置・対応の状況（平成２８年度～(過去１０年間)） 

（単位：件） 

区  分 
監 査 の 結 果（ 指 摘 事 項 ） 監 査 の 意 見 

指 摘 措置済 残 意 見 対応済 残 

平成２８年度 3 (3) 3 (3) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 

平成２９年度 1 (4) 1 (4)  0 (0) 2 (4) 2 (4)  0 (0) 

平成３０年度 2 (6) 2 (6)  0 (0) 0 (4) 0 (4)  0 (0) 

令和元年度 2 (8) 2 (8)  0 (0) 1 (5) 1 (5)  0 (0) 

令和２年度 1 (9) 1 (9)  0 (0) 0 (5) 0 (5)  0 (0) 

令和３年度 2 (11) 2 (11) 0 (0) 0 (5) 0 (5)  0 (0) 

令和４年度 2 (13) 2 (13)  0 (0) 0 (5) 0 (5)  0 (0) 

令和５年度 1 (14) 1 (14)  0 (0) 0 (5) 0 (5)  0 (0) 

令和６年度 3 (17) 3 (17)  0 (0) 3 (8) 3 (8)  0 (0) 

令和７年度 3 (20) 3 (20)  0 (0) 1 (9) 1 (9)  0 (0) 

合  計 20  20  0  9  9  0  

            措置済率 100％              対応済率 100％ 

注 令和 8 年 3 月末現在の件数で、（  ）は累計 
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